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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造影剤が投与された被検体に超音波パルスを送信し、前記被検体からの超音波を受信し
て、表示部に超音波画像を表示する超音波撮像装置であって、
　前記超音波画像のフレームを単位として、前記被検体に送信する超音波の音圧をあらか
じめ定められた音圧範囲で小さな音圧から大きな音圧へ順に変化させる音圧制御手段と、
　超音波画像の各々の画素データに基づいて各々の画素に対応する位置における前記造影
剤が破壊された音圧を求める演算処理部とを備え、
　前記演算処理部は、所定の前記造影剤破壊音圧に対して所定の表示態様を割り当てて、
前記各々の画素について求めた前記造影剤破壊音圧に応じた前記表示態様の超音波画像を
作成する超音波撮像装置。
【請求項２】
　前記演算処理部は、所定の前記造影剤破壊音圧に対して所定の色を割り当てて、前記超
音波画像を作成する請求項１に記載の超音波撮像装置。
【請求項３】
　前記音圧制御手段は、前記音圧の大きさを、前記超音波画像の取得順序である前記フレ
ームの取得番号に比例して変化させる請求項１または２に記載の超音波撮像装置。
【請求項４】
　前記音圧制御手段は、探触子部の圧電素子に超音波パルスを発生させる駆動電圧波形を
形成する送受信部と、前記取得番号に応じて前記駆動電圧波形が有する振幅電圧の大きさ
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を変化させる振幅電圧制御手段とを備えることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか
に記載の超音波撮像装置。
【請求項５】
　前記超音波撮像装置は、超音波画像データを記憶する画像メモリを備えることを特徴と
する請求項１ないし４のいずれかに記載の超音波撮像装置。
【請求項６】
　前記超音波撮像装置は、前記振幅電圧制御手段の制御情報を入力する入力部を備えるこ
とを特徴とする請求項４または５に記載の超音波撮像装置。
【請求項７】
　前記入力部は、前記振幅電圧の変化を開始する開始タイミングキーを備えることを特徴
とする請求項６に記載の超音波撮像装置。
【請求項８】
　前記入力部は、前記被検体に造影剤を投与した際の、投与タイミングを入力する投与タ
イミングキーと、前記投与タイミングからの遅延時間を入力する遅延時間入力キーとを備
えることを特徴とする請求項７に記載の超音波撮像装置。
【請求項９】
　前記振幅電圧制御手段は、前記投与タイミングから前記遅延時間だけ遅延した時間に前
記振幅電圧の変化を開始することを特徴とする請求項８に記載の超音波撮像装置。
【請求項１０】
　前記振幅電圧制御手段は、前記振幅電圧の大きさを零の値から大きくなる方向に変化さ
せることを特徴とする請求項４ないし９のいずれかに記載の超音波撮像装置。
【請求項１１】
　前記演算処理部は、前記駆動電圧波形の振幅電圧が異なる同一断面の複数のフレームを
用いて、前記フレームの断層画像を区分した検査領域ごとに、前記検査領域の平均輝度値
のフレームによる変化を示す輝度変化曲線を求める輝度変化曲線取得手段を備える請求項
４ないし１０のいずれかに記載の超音波撮像装置。
【請求項１２】
　前記演算処理部は、前記輝度変化曲線の曲線が有する平均輝度値が閾値を通過する際に
、前記閾値を有する平均輝度値のフレーム番号を求める第１の特徴抽出手段を備えること
を特徴とする請求項１１に記載の超音波撮像装置。
【請求項１３】
　前記演算処理部は、前記輝度変化曲線が有する最大値のフレーム番号を求める第２の特
徴抽出手段を備えることを特徴とする請求項１１または１２に記載の超音波撮像装置。
【請求項１４】
　前記演算処理部は、前記フレーム番号と色相とを対応させる色相テーブルを有し、前記
色相テーブルに基づいて前記検査領域の色相を求めるカラー表示手段を備えることを特徴
とする請求項１１ないし１３のいずれかに記載の超音波撮像装置。
【請求項１５】
　前記表示部は、前記断層画像の検査領域が前記色相の色で表示されるカラー画像を表示
することを特徴とする請求項１４に記載の超音波撮像装置。
【請求項１６】
　前記演算処理部は、前記駆動電圧波形の振幅電圧が異なる同一断面の複数のフレームを
用いて、前記複数のフレームの断層画像が有する同一画素位置の画素値の最大値を求め、
前記最大値からなる最大投影値画像情報を合成するキャプチャー手段を備える請求項４な
いし請求項１５のいずれかに記載の超音波撮像装置。
【請求項１７】
　前記表示部は、前記最大投影値画像情報を表示することを特徴とする請求項１６に記載
の超音波撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、被検体に造影剤を投与し、この造影剤の画像を含む被検体の断層画像を描
出する超音波撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、超音波撮像装置の分野においても造影剤を用いた検査が行われている。この造影
剤は、数ミクロン（μ）オーダー（ｏｒｄｅｒ）の気泡を含む液体で、被検体中で超音波
パルス（ｐｕｌｓｅ）を強く反射する。
【０００３】
　この造影剤は、照射される超音波パルスの音圧に応じて、異なる様相を示す特徴を持つ
。例えば、造影剤の気泡は、音圧の大きさによって、拡縮運動を行ったり、破壊されたり
する。オペレータ（ｏｐｅｒａｔｏｒ）は、診断目的に応じて、超音波パルスを発生させ
る駆動電圧波形の振幅を手動で調整し、これら造影剤の特徴を生かした撮像を行う（例え
ば、特許文献１参照）。
【０００４】
　一方、造影剤が示す拡縮運動または破壊等の特徴を生じさせる超音波パルスの音圧は、
造影剤が位置する環境により、若干変化することが、知られつつある。そして、この変化
は、造影剤が位置する環境の状態を示す一つのパラメータ（ｐａｒａｍｅｔｅｒ）となり
つつある。
【特許文献１】特開２００５―０７４０８４号公報、（第１頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記背景技術によれば、造影剤の拡縮運動または破壊等が生じる超音波
パルスの音圧を、造影剤が存在する位置ごとに検出することは容易ではない。すなわち、
超音波パルスの音圧は、予め設定されたものか、あるいは、撮像前に手動で調整されるも
のである。これら設定または調整を、撮像断面内の造影剤が存在する位置ごとに変化させ
ることは、大変な手間であると同時に、造影剤は、被検体内を循環し、時々刻々その位置
を変化させるので、撮像のタイミング（ｔｉｍｉｎｇ）にも困難を伴う。
【０００６】
　これらのことから、造影剤の拡縮運動または破壊等が生じる超音波パルスの音圧を、撮
像断面の全領域に渡って、容易に検出することができる超音波撮像装置をいかに実現する
かが重要となる。
【０００７】
　この発明は、上述した背景技術による課題を解決するためになされたものであり、造影
剤の拡縮運動または破壊等が生じる超音波パルスの音圧を、撮像断面の全領域に渡って、
容易に検出することができる超音波撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、第１の観点の発明にかかる超音波撮像
装置は、被検体に超音波パルスを送信し、前記被検体からの反射超音波パルス列を受信す
る探触子部と、前記被検体の一枚の断層画像情報を取得する前記送信および前記受信の繰
り返しからなる一つのフレームを最小変化単位とし、前記取得の順序を示すフレームの取
得番号に応じて、前記超音波パルスが有する音圧振幅の大きさを、自動的に変化させる音
圧振幅制御手段と、前記断層画像情報を表示する表示部とを備える。
【０００９】
　この第１の観点による発明では、超音波パルスの音圧振幅を、フレームの取得番号に応
じて変化させ、造影剤に起因する輝度値の音圧変化を、断層画像のすべての領域で求める
。
【００１０】
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　また、第２の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第１の観点に記載の超音波撮像装
置において、前記被検体が、造影剤が投与されていることを特徴とする。
【００１１】
　この第２の観点の発明では、被検体の血流に関連する情報を、収集する。
【００１２】
　また、第３の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第１または２の観点に記載の超音
波撮像装置において、前記音圧振幅制御手段が、前記音圧振幅の大きさを、前記フレーム
の取得番号に比例して変化させることを特徴とする。
【００１３】
　この第３の観点の発明では、音圧振幅の大きさを、時間と共に一様に変化させる。
【００１４】
　また、第４の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第１ないし３のいずれか一つの観
点に記載の超音波撮像装置において、前記音圧振幅制御手段は、前記探触子部の圧電素子
に前記超音波パルスを発生させる駆動電圧波形を形成する送受信部と、前記取得番号に比
例して、前記駆動電圧波形が有する振幅電圧の大きさを、自動的に変化させる振幅電圧制
御手段とを備えることを特徴とする。
【００１５】
　この第４の観点の発明では、超音波パルスの音圧振幅を、駆動電圧波形の振幅電圧によ
り変化させる。
【００１６】
　また、第５の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第１ないし４のいずれか一つの観
点に記載の超音波撮像装置において、前記超音波撮像装置が、前記断層画像情報を記録す
る画像メモリを備えることを特徴とする。
【００１７】
　この第５の観点の発明では、断層画像情報を取得した後に、再度この断層画像情報を参
照する。
【００１８】
　また、第６の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第４または５の観点に記載の超音
波撮像装置において、前記超音波撮像装置が、前記振幅電圧制御手段の制御情報を入力す
る入力部を備えることを特徴とする。
【００１９】
　この第６の観点の発明では、振幅電圧制御手段を、手動により、振幅電圧の変化を制御
する。
【００２０】
　また、第７の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第６の観点に記載の超音波撮像装
置において、前記入力部が、前記振幅電圧の変化を開始する開始タイミングキーを備える
ことを特徴とする。
【００２１】
　この第７の観点の発明では、オペレータは、超音波撮像装置に表示される断層画像を参
照しつつ、振幅電圧の変化を開始させる。
【００２２】
　また、第８の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第６の観点に記載の超音波撮像装
置において、前記入力部が、前記被検体に造影剤を投与した際の、投与タイミングを入力
する投与タイミングキーおよび前記投与タイミングからの遅延時間を入力する遅延時間入
力キーを備えることを特徴とする。
【００２３】
　この第８の観点の発明では、オペレータは、超音波撮像装置に表示される断層画像を参
照しつつ、振幅電圧の変化を開始させる。
【００２４】
　また、第９の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第８の観点に記載の超音波撮像装
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置において、前記振幅電圧制御手段が、前記投与タイミングから前記遅延時間だけ遅延し
た時間に、前記振幅電圧の変化を開始することを特徴とする。
【００２５】
　この第９の観点の発明では、造影剤の投与から指定した時間の後に、振幅電圧の変化を
開始させる。
【００２６】
　また、第１０の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第４ないし９の観点のいずれか
一つに記載の超音波撮像装置において、前記振幅電圧制御手段が、前記振幅電圧の大きさ
を、零の値から、大きくなる方向に変化させることを特徴とする。
【００２７】
　この第１０の観点の発明では、造影剤の共振音圧領域および破壊音圧の振幅電圧を、順
次検出する。
【００２８】
　また、第１１の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第１ないし１０の観点のいずれ
か一つに記載の超音波撮像装置において、前記超音波撮像装置が、前記断層画像情報を演
算処理する演算処理部を備えることを特徴とする。
【００２９】
　この第１１の観点の発明では、演算処理部により、断層画像情報から、造影剤の音圧特
性を算定する。
【００３０】
　また、第１２の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第１１の観点に記載の超音波撮
像装置において、前記演算処理部が、前記駆動電圧波形の振幅電圧が異なる同一断面の複
数のフレームを用いて、前記フレームの断層画像を区分した検査領域ごとに、前記検査領
域の平均輝度値のフレームによる変化を示す輝度変化曲線を求める輝度変化曲線取得手段
を備えることを特徴とする。
【００３１】
　この第１２の観点の発明では、輝度変化曲線取得手段により、検査領域ごとに、造影剤
の音圧依存性特性を示す輝度変化曲線を求める。
【００３２】
　また、第１３の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第１２の観点に記載の超音波撮
像装置において、前記演算処理部が、前記輝度変化曲線の曲線が有する平均輝度値が閾値
を通過する際に、前記閾値を有する平均輝度値のフレーム番号を求める第１の特徴抽出手
段を備えることを特徴とする。
【００３３】
　この第１３の観点の発明では、閾値により、造影剤が共振音圧領域にあるフレーム番号
を求める。
【００３４】
　また、第１４の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第１２または１３の観点に記載
の超音波撮像装置において、前記演算処理部が、前記輝度変化曲線が有する最大値のフレ
ーム番号を求める第２の特徴抽出手段を備えることを特徴とする。
【００３５】
　この第１４の観点の発明では、輝度変化曲線が有する最大値により、造影剤が破壊音圧
にあるフレーム番号を求める。
【００３６】
　また、第１５の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第１３または１４の観点に記載
の超音波撮像装置において、前記演算処理部が、前記フレーム番号と色相を対応させる色
相テーブルを有し、前記色相テーブルに基づいて前記検査領域の色相を求めるカラー表示
手段を備えることを特徴とする。
【００３７】
　この第１５の観点の発明では、共振音圧領域または破壊音圧の断層画像内での分布を、
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色相に対応させ、視覚的に認知し易いものにする。
【００３８】
　また、第１６の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第１５の観点に記載の超音波撮
像装置において、前記表示部が、前記断層画像の検査領域が、前記色相の色で表示される
カラー画像を表示することを特徴とする。
【００３９】
　この第１６の観点の発明では、共振音圧領域または破壊音圧の断層画像内での分布を、
カラー画像として視覚化する。
【００４０】
　また、第１７の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第１１の観点に記載の超音波撮
像装置において、前記演算処理部が、前記駆動電圧波形の振幅電圧が異なる同一断面の複
数のフレームを用いて、前記複数のフレームの断層画像が有する同一画素位置の画素値の
最大値を求め、前記最大値からなる最大投影値画像情報を合成するキャプチャー手段を備
えることを特徴とする。
【００４１】
　この第１７の観点の発明では、断層画像の時間変化を、一枚の画像に合成する。
【００４２】
　また、第１８の観点の発明にかかる超音波撮像装置は、第１７の観点に記載の超音波撮
像装置において、前記表示部が、前記最大投影値画像情報を表示することを特徴とする。
【００４３】
　この第１８の観点の発明では、断層画像の時間変化を、最大投影値画像情報により、容
易に把握する。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明によれば、断層画像を区分した検査領域ごとに、造影剤の共振音圧領域または破
壊音圧の音圧振幅を求めるので、共振音圧領域および破壊音圧の断層画像内での変化を認
識することができ、さらにこれら検査領域を、求めた音圧振幅に対応させた色相でカラー
表示するので、変化の認識を一層容易なものとし、ひいては造影剤の共振音圧領域または
破壊音圧の音圧振幅を変化させる疾患の診断を容易にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる超音波撮像装置を実施するための最良の
形態について説明する。なお、これにより本発明が限定されるものではない。
【００４６】
　まず、本実施の形態にかかる超音波撮像装置１００の全体構成について説明する。図１
は、本実施の形態にかかる超音波撮像装置１００の全体構成を示すブロック（ｂｌｏｃｋ
）図である。この超音波撮像装置１００は、探触子部１０１、送受信部１０２、画像取得
部１０３、シネメモリ（ｃｉｎｅ　ｍｅｍｏｒｙ）部１０４、画像表示制御部１０５、表
示部１０６、入力部１０７および制御部１０８を含む。ここで、送受信部１０２および制
御部１０８は、音圧振幅制御手段をなす。
【００４７】
　探触子部１０１は、圧電素子がアレイ（ａｒｒａｙ）状の配列されており、超音波パル
ス（ｐｕｌｓｅ）を送受信するための部分、つまり被検体に超音波を照射し、被検体内か
らその都度反射された反射超音波パルス列を時系列的な音線として受信する。探触子部１
０１は、内蔵されるアナログマルチプレクサ（ａｎａｌｏｇ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ）
により、駆動する圧電素子を順次切り替えながら電子走査も行う。
【００４８】
　送受信部１０２は、探触子部１０１と同軸ケーブル（ｃａｂｌｅ）によって接続されて
いる。送受信部１０２は、探触子部１０１の圧電素子を駆動するための高電圧の電気信号
を発生するパルサ（ｐｕｌｓｅｒ）および受信した反射超音波パルス列の初段増幅を行う
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増幅器を有する。送受信部１０２は、電子フォーカス（ｆｏｃｕｓ）を行う為に、概ね同
時駆動される複数のパルサおよび増幅器を有する。なお、送受信部１０２の構成は、後に
詳述する。
【００４９】
　画像取得部１０３は、送受信部１０２で増幅された反射超音波パルス列からＢモード（
ｍｏｄｅ）画像またはドップラ（ｄｏｐｐｌｅｒ）画像等をリアルタイム（ｒｅａｌ　ｔ
ｉｍｅ）で生成するための処理を行う。具体的な処理内容は、受信した反射超音波パルス
列の遅延加算処理、Ａ／Ｄ（ａｎａｌｏｇ／ｄｉｇｉｔａｌ）変換処理、変換した後のデ
ィジタル（ｄｉｇｉｔａｌ）情報を画像表示制御部１０５あるいはシネメモリ部１０４に
書き込む処理等である。
【００５０】
　シネメモリ部１０４は、画像メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）であり、画像取得部１０３で生成
されたＢモード画像情報等を保存する。
【００５１】
　画像表示制御部１０５は、画像取得部１０３で生成されるＢモード画像情報等に、表示
フレームレート（ｆｒａｍｅ　ｒａｔｅ）変換、画像表示の形状および位置制御等を行う
。
【００５２】
　表示部１０６は、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）あるいはＬＣＤ（Ｌｉ
ｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等からなり、Ｂモード画像等の表示を行う
。
【００５３】
　入力部１０７は、キーボード（ｋｅｙｂｏａｒｄ）あるいはトラックボール（ｔｒａｃ
ｋ　ｂａｌｌ）等からなり、オペレータにより操作入力信号が入力される。例えば、Ｂモ
ードによる表示を選択するための操作入力信号等が、入力部１０７から入力される。そし
て、これらの情報は、制御部１０８に送信される。また、入力部１０７は、後述する振幅
電圧制御手段４０を起動し、駆動電圧波形の振幅電圧の変化を開始する開始タイミングキ
ー（ｔｉｍｉｎｇ　ｋｅｙ）も有する。
【００５４】
　制御部１０８は、入力部１０７から入力された操作入力信号および予め記憶したプログ
ラム（ｐｒｏｇｒａｍ）やデータ（ｄａｔａ）に基づいて、上述した超音波撮像装置各部
の動作を制御する。
【００５５】
　図２は、送受信部１０２および探触子部１０１の詳細な構成を示すブロック図である。
送受信部１０２は、概ね同時駆動される複数の送受信器２６および振幅変更手段２５を含
み、送受信器２６は、パルサー２０および初段増幅器２１を含む。探触子部１０１は、ア
レイ状に配列された圧電素子３０および圧電素子３０と送受信器２６とを、選択的に電気
接続するアナログマルチプレクサ３１を含む。
【００５６】
　パルサー２０は、ドライバー（ｄｒｉｖｅｒ）２２、Ｄ／Ａ変換器２３および波形メモ
リ（ｍｅｍｏｒｙ）２４を含む。波形メモリ２４は、圧電素子３０の駆動電圧波形情報を
記憶したメモリである。この駆動電圧波形情報は、波形メモリ２４から連続して読み出さ
れ、Ｄ／Ａ変換器２３に入力される。
【００５７】
　図３は、波形メモリ２４に記録された駆動電圧波形情報の一例を、縦軸を振幅、横軸を
読み出しのアドレス（ａｄｄｒｅｓｓ）順序として模式的に示したものである。図３では
、同一の振幅を有するパルス幅Ｔの矩形状のパルスが、３つ並んだバースト（ｂｕｒｓｔ
）波形の例が示されている。
【００５８】
　図２に戻りＤ／Ａ変換器２３は、入力された駆動電圧波形情報を、アナログ（ａｎａｌ
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ｏｇ）信号に変換し、ドライバー２２に入力する。ドライバー２２は、入力されたアナロ
グ駆動電圧波形を増幅し、探触子部１０１の圧電素子３０に印加する。これにより、圧電
素子３０は、駆動電圧波形と同様の超音波パルスを発生する。
【００５９】
　圧電素子３０は、アナログマルチプレクサ３１を介してドライバー２２と接続される。
アナログマルチプレクサ３１は、制御部１０８からの制御信号により、アナログ信号を通
過させるスイッチ（ｓｗｉｔｃｈ）をオンオフ（ｏｎ－ｏｆｆ）し、探触子部１０１に含
まれるアレイ状に配列された圧電素子３０の選択および電子走査を行う。
【００６０】
　圧電素子３０において受信された被検体からの反射超音波パルス列は、送受信部１０２
の初段増幅器２１に入力され、増幅の後に画像取得部１０３に送信される。
【００６１】
　振幅変更手段２５は、制御部１０８からの制御信号に応じて、波形メモリ２４に記録さ
れた駆動電圧波形情報の振幅を変更する。これにより、ドライバー２２から出力される駆
動電圧波形の振幅電圧も同様に変更され、従って、圧電素子３０から出力される超音波パ
ルスの音圧振幅も駆動電圧波形の振幅電圧に応じたものとなる。
【００６２】
　図４は、制御部１０８の機能的な構成を示す機能ブロック図である。制御部１０８は、
振幅電圧制御手段４０および演算処理部５０を含み、演算処理部５０は、輝度変化曲線取
得手段５１、特徴抽出手段５２およびカラー（ｃｏｌｏｒ）表示手段５３を含む。
【００６３】
　振幅電圧制御手段４０は、入力部１０７からの、振幅電圧の変化を開始する開始タイミ
ングキー情報により、振幅電圧の変化を開始する。振幅電圧制御手段４０は、開始タイミ
ングキー情報に同期して、送受信部１０２の振幅変更手段２５に振幅情報を送信し、圧電
素子３０に印加される駆動電圧波形の振幅電圧を変化させる。この振幅電圧の変化は、一
枚の断層画像情報をなすフレーム（ｆｒａｍｅ）を単位として、フレームの撮像順序に従
って、零ボルト（ｖｏｌｔ）から一様に増加させられる。図５は、振幅電圧制御手段４０
による振幅電圧の変化を、縦軸を振幅電圧、横軸を起動信号が入力された以後のフレーム
Ｎｏ．として示した説明図である。駆動電圧波形の振幅電圧は、フレーム数に比例して増
加する。なお、振幅電圧の最大値は、被検体中の造影剤が破壊されるのに充分な音圧を生
じる電圧とされる。また、制御部１０８は、振幅電圧の変化を開始させる開始タイミング
キー情報が入力された後には、撮像された断層画像情報を、逐次シネメモリ部１０４に保
存する。
【００６４】
　演算処理部５０は、シネメモリ部１０４に保存された駆動電圧波形の振幅電圧が異なる
複数の断層画像情報を用いて、この断層画像情報が有する断層画像の領域を区分した検査
領域ごとに、検査領域の輝度変化曲線の取得を行い、さらにこの曲線から、この検査領域
に特徴的なパラメータの算出および表示を行う。なお、演算処理部５０に含まれる輝度変
化曲線取得手段５１、特徴抽出手段５２およびカラー表示手段５３の機能および動作の詳
細については、以下に示す超音波撮像装置１００の動作についての説明の中で述べる。
【００６５】
　つぎに、本実施の形態にかかる超音波撮像装置１００の動作について図６を用いて説明
する。図６は、超音波撮像装置１００の動作を示すフローチャートである。まず、オペレ
ータは、被検体に造影剤を投与する（ステップＳ６０１）。造影剤は、被検体の静脈に注
入され、心臓を経過した後に、動脈を介して被検体の全身に循環させられる。
【００６６】
　その後、オペレータは、目的とする被検体の撮像部位に探触子部１０１を密着させ、超
音波撮像装置１００のＢモード画像を観察し、撮像部位の動脈に造影剤が流入するのを確
認する。そして、オペレータは、さらに撮像部位の組織部分にも造影剤が流入し、造影剤
が撮像部位に満遍なく行き渡り、定常状態となっているかどうかを判定する（ステップＳ
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６０２）。オペレータは、撮像部位の造影剤が、定常状態になっていない場合には（ステ
ップＳ６０２否定）、繰り返しＢモード画像を観察し、定常状態になるのを待つ。また、
オペレータは、撮像部位の造影剤が、定常状態になっている場合には（ステップＳ６０２
肯定）、入力部１０７の開始タイミングキーを押し、駆動電圧波形が有する振幅電圧の変
化を開始する（ステップＳ６０３）。ここで、振幅電圧制御手段４０は、図５に示した様
に、撮像されるフレームの順序に比例して、駆動電圧波形の振幅電圧を零ボルトから増加
させつつ、撮像を行う。撮像のフレームＮｏ．は、開始タイミングキーが押されると同時
にリセット（ｒｅｓｅｔ）され、零からスタート（ｓｔａｒｔ）し、振幅が最大電圧にな
る最大フレームＮｏ．まで、順次増加する。この際、撮像されたフレームごとのＢモード
画像情報は、シネメモリ部１０４に保存される。
【００６７】
　図７は、シネメモリ部１０４に保存されたＢモード画像情報を、模式的に示した説明図
である。当初、駆動電圧波形の振幅電圧が零ボルトに近い場合には、被検体からの反射超
音波パルス列が観察されず、取得されるＢモード画像は、輝度の全くない暗い画像となる
。そして、駆動電圧波形の振幅電圧が徐々に上昇するのに伴い、被検体からの反射超音波
パルス列が、徐々に観察され始める。図７（Ａ）は、この様子を模式的に示したＢモード
画像で、図中に破線で示した横隔膜７５および組織部分の構造体７６等の高輝度部分が、
徐々に見え始める。
【００６８】
　そして、駆動電圧波形の振幅電圧がさらに上昇するのに伴い、組織に浸潤した造影剤の
拡縮運動による反射超音波パルス列のＢモード画像に加え横隔膜７５、構造体７６および
組織７７の明瞭なＢモード画像が観察される。図７（Ｂ）は、この様子を模式的に示した
Ｂモード画像で、横隔膜７５、構造体７６および水平方向に並ぶ破線で示された組織７７
が明瞭に描出されると共に、組織７７には、造影剤の存在による高輝度領域７８が存在す
る。
【００６９】
　そして、駆動電圧波形の振幅がさらに上昇するのに伴い、組織に浸潤した造影剤の破壊
が生じ、高輝度領域７８が消滅する。図７（Ｃ）は、この様子を模式的に示したＢモード
画像で、高輝度領域７８が消滅し、横隔膜７５、構造体７６および組織７７の明瞭なＢモ
ード画像のみが残存する。なお、造影剤の存在により生じる高輝度領域７８の発生および
高輝度領域７８の消滅のタイミングは、被検体に照射される超音波パルスの音圧の大きさ
および、撮像断面の中で造影剤の位置する周辺の環境、例えば腫瘍の存在等により異なる
ものとなる。
【００７０】
　その後、図６に戻り、制御部１０８は、フレームＮｏ．が最大フレームＮｏ．となり、
駆動電圧波形の振幅電圧の変化が終了したかどうかを判定し（ステップＳ６０４）、終了
していない場合には（ステップＳ６０４否定）、終了する迄待ち、終了した場合には（ス
テップＳ６０４肯定）、輝度変化曲線取得手段５１により、シネメモリ部１０４に保存さ
れた断層画像情報を用いて、輝度変化曲線を求める（ステップＳ６０５）。
【００７１】
　図８は、シネメモリ部１０４に保存された、フレームの取得番号に比例して振幅電圧が
増加させられたＢモード画像情報群８０を、模式的に示したものである。なお、フレーム
の取得番号は、フレームＮｏ．で示されている。Ｂモード画像情報群８０は、駆動電圧波
形の振幅電圧、言い換えれば被検体に印加される超音波パルスの音圧振幅を、フレームＮ
ｏ，に比例させて、零から所定の大きさまで連続して変化させた複数のＢモード画像情報
からなる。
【００７２】
　輝度変化曲線取得手段５１は、Ｂモード画像を複数の検査領域に区分し、検査領域ごと
に、Ｂモード画像情報群８０を用いて輝度変化曲線を求める。図８に示す検査領域８１は
、区分された検査領域の内の一つである。輝度変化曲線取得手段５１は、音圧の異なるす
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べてのフレームＮｏ．のＢモード画像情報に対して、検査領域８１に含まれる画素の平均
輝度値を算出し、輝度変化曲線を求める。
【００７３】
　図９は、取得される輝度変化曲線９０の一例を示す説明図である。輝度変化曲線９０は
、組織の輝度値からなる組織輝度部分９３および造影剤の輝度値からなる造影剤輝度部分
９４からなり、音圧が低い小さなフレームＮｏ．の領域では、概ね音圧に比例して平均輝
度値が増加する。ここで、造影剤が存在し、この造影剤を構成する気泡が拡縮運動を行う
共振状態の共振音圧領域９１では、造影剤輝度部分９４が急激に上昇し、輝度変化曲線９
０も大きなものとなる。また、この造影剤を構成する気泡が破壊される破壊音圧９２では
、造影剤輝度部分９４が急激に下降し、輝度変化曲線９０も小さななものとなる。
【００７４】
　輝度変化曲線取得手段５１は、Ｂモード画像を覆う、すべての検査領域で、輝度変化曲
線９０を求める。
【００７５】
　その後、図６に戻り、制御部１０８は、特徴抽出手段５２により、輝度変化曲線９０の
特徴的なパラメータを算定する（ステップＳ６０６）。ここで、輝度変化曲線９０の特徴
パラメータとしては、共振音圧領域９１および破壊音圧９２のフレームＮｏ．が存在する
。
【００７６】
　特徴抽出手段５２は、輝度変化曲線９０から、共振音圧領域９１および破壊音圧９２の
フレームＮｏ．を算定する。特徴抽出手段５２は、共振音圧領域９１を求める場合には、
第１の特徴抽出手段により、平均輝度値に実験的に決定される閾値を設定し、輝度変化曲
線９０がこの閾値を越えるフレームＮｏ．を共振音圧領域９１の代表値とする。また、特
徴抽出手段５２は、破壊音圧９２を求める場合には、第２の特徴抽出手段により、輝度変
化曲線９０の最大値を求め、この最大値が存在するフレームＮｏ．を破壊音圧９２の値と
する。
【００７７】
　その後、制御部１０８は、カラー表示手段５３により、共振音圧領域９１および破壊音
圧９２のフレームＮｏ．を、色相に対応させ、検査領域８１ごとに共振音圧領域９１また
は破壊音圧９２を、Ｂモード画像と同様の表示画面にカラー表示し（ステップＳ６０７）
、本処理を終了する。ここで、フレームＮｏ．を、カラーコーディング（ｃｏｌｏｒ　ｃ
ｏｄｉｎｇ）する際の一例を、図１０に示す。図１０は、カラー表示手段５３に予め設定
された、フレームＮｏ．と対応する色相とを示すテーブル（ｔａｂｌｅ）である。このテ
ーブルでは、フレームＮｏ．の最大値および最小値を求め、この間のフレームＮｏ．を、
可視領域で連続する赤～青紫の色に対応させる。カラー表示手段５３は、このテーブルを
用いて、検査領域ごとに色相を求める。そして、カラー表示手段５３は、画像表示制御部
１０５を介して、表示部１０６にＢモード画像と同様の形状を有する画像を表示し、この
画像中の検査領域ごとの対応する場所にフレームＮｏ．に対応した色相を表示する。
【００７８】
　図１１は、表示部１０６に表示されるカラー画像１１０を、模式的に示した説明図であ
る。カラー画像１１０は、Ｂモード画像７１～７３と同様の形状を有し、赤～青紫の色を
有する検査領域に区分された画像となる。これにより、目的とする撮像領域を描出したＢ
モード画像７１～７３の中の共振音圧領域９１または破壊音圧９２の変化および分布を、
可視化し、容易に把握することができる。
【００７９】
　上述してきたように、本実施の形態では、造影剤が撮像部位の組織に浸潤し、定常状態
にある際に、振幅電圧制御手段４０により、駆動電圧波形の振幅電圧を、零ボルトからフ
レームの取得番号を示すフレームＮｏ．に比例して増加させた撮像を行い、輝度変化曲線
取得手段５１および特徴抽出手段５２により、造影剤が拡縮運動を行う共振音圧領域およ
び造影剤が破壊される破壊音圧に対応するフレームＮｏ．を求め、カラー表示手段５３に
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より、これらフレームＮｏ．にカラーコーディングを行い、共振音圧領域または破壊音圧
の分布をカラー表示することとしているので、共振音圧領域または破壊音圧の撮像断面内
での分布を、容易に検出し把握することができる。
【００８０】
　また、本実施の形態では、造影剤が組織に浸潤し、定常状態となった状態で駆動電圧波
形の振幅電圧を変化させることとしたが、被検体の静脈に造影剤を投与した後に、心臓を
経由して動脈にはじめて循環される造影剤を、駆動電圧波形の振幅電圧をシネキャプチャ
ー（ｃｉｎｅ　ｃａｐｔｕｒｅ）手段のキャプチャー機能に同期して変化させ、共振音圧
領域９１および破壊音圧９２を求めることもできる。シネキャプチャー手段は、時間的に
変化する同一撮像位置の画像を、ＭＩＰ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔｉｏｎ）を用いて重畳した最大投影値画像を合成する。
【００８１】
　図１２は、駆動電圧波形の振幅電圧を、キャプチャーに同期して図５の様に変化させた
場合に、キャプチャー画像で観察される動脈中を流れる造影剤の様子を、模式的に示した
説明図である。キャプチャー画像８７は、動脈８９の中を移動する造影剤８８を描出する
。造影剤８８は、粒状に描出され、キャプチャーごとに図中矢印で示す血流の流れに沿っ
て移動する。駆動電圧波形の振幅電圧の変化に伴い、造影剤８８が存在する領域の平均輝
度値は、概ね図９と同様に変化する。つまり、造影剤８８は、平均輝度値を上昇させつつ
移動し、破壊音圧に達した時点で、平均輝度値は極大となり、その後消滅する。従って、
制御部１０８は、キャプチャーごとの、造影剤８８の平均輝度値の変化から輝度変化曲線
９０を求め、造影剤の共振音圧領域９１および破壊音圧９２を求めることもできる。
【００８２】
　また、本実施の形態では、入力部１０７の開始タイミングキーの入力により、駆動電圧
波形の振幅電圧の変化を開始することとしたが、入力部１０７に投与タイミングキーおよ
び遅延時間設定キーを設け、造影剤の投与時に投与タイミングキーの入力を行い、予め入
力部１０７の遅延時間設定キーから設定される遅延時間の後に、駆動電圧波形の振幅電圧
の変化を開始することもできる。
【００８３】
　また、本実施の形態では、輝度変化曲線９０が有する特徴的なパラメータとして、造影
剤の共振音圧領域または破壊音圧を求めることとしたが、輝度変化曲線９０の傾きから、
輝度値および音圧（フレームＮｏ．）間の線形特性等を求めることもできる。
【００８４】
　また、本実施の形態では、超音波パルスの音圧をフレームの取得番号に応じて変化させ
ることとしたが、超音波パルスの周波数あるいはバースト（ｂｕｒｓｔ）駆動を行う場合
のバースト数を、フレームの取得番号に応じて変化させることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】超音波撮像装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】実施の形態にかかる送受信部の構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態にかかる駆動電圧波形の一例を示す説明図である。
【図４】実施の形態にかかる制御部の構成を示すブロック図である。
【図５】フレームごとに変化する駆動電圧波形の振幅を示す説明図である。
【図６】本実施の形態にかかる超音波撮像装置の動作を示すフローチャートである。
【図７】振幅の変化に応じたＢモード画像の変化を模式的に示す説明図である。
【図８】振幅を変化させて取得されるＢモード画像群を示す説明図である。
【図９】検査領域の輝度変化曲線を示す説明図である。
【図１０】平均輝度値と色相とを対応させるテーブルの一例を示す説明図である。
【図１１】造影剤の破壊音圧の分布をカラー表示したカラー画像を、模式的に示す説明図
である。
【図１２】キャプチャーに同期して、駆動電圧波形の振幅電圧を変化させた場合の、キャ
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【符号の説明】
【００８６】
２０　パルサー
２１　初段増幅器
２２　ドライバー
２３　Ｄ／Ａ変換器
２４　波形メモリ
２５　振幅変更手段
２６　送受信器
３０　圧電素子
３１　アナログマルチプレクサ
４０　振幅電圧制御手段
５０　演算処理部
５１　輝度変化曲線取得手段
５２　特徴抽出手段
５３　カラー表示手段
７１、７２、７３　Ｂモード画像
７５　横隔膜
７６　構造体
７７　組織
７８　高輝度領域
８０　モード画像情報群
８１　検査領域
８７　キャプチャー画像
８８　造影剤
８９　動脈
９０　輝度変化曲線
９１　共振音圧領域
９２　破壊音圧
９３　組織輝度部分
９４　造影剤輝度部分
１００　超音波撮像装置
１０１　探触子部
１０２　送受信部
１０３　画像取得部
１０４　シネメモリ部
１０５　画像表示制御部
１０６　表示部
１０７　入力部
１０８　制御部
１１０　カラー画像
 



(13) JP 5280020 B2 2013.9.4

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(14) JP 5280020 B2 2013.9.4

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(15) JP 5280020 B2 2013.9.4

【図１２】



(16) JP 5280020 B2 2013.9.4

10

フロントページの続き

(72)発明者  加藤　生
            東京都日野市旭が丘四丁目７番地の１２７　ジーイー横河メディカルシステム株式会社内

    審査官  右▲高▼　孝幸

(56)参考文献  特開平11－155858（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開2002－85407（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開2002－191599（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開2003－235845（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開2004－321688（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開2005－81073（ＪＰ，Ａ）　　　
              E. Sassarolia and K. Hynynen，On the impact of vessel size on the threshold of bubble 
              collapse，APPLIED PHYSICS LETTERS，２００６年，volume.89, issue.12，123901

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　８／００



专利名称(译) 超声成像设备

公开(公告)号 JP5280020B2 公开(公告)日 2013-09-04

申请号 JP2007167841 申请日 2007-06-26

申请(专利权)人(译) GE医疗系统环球技术公司有限责任公司

当前申请(专利权)人(译) GE医疗系统环球技术公司有限责任公司

[标]发明人 橋本浩
加藤生

发明人 橋本 浩
加藤 生

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 G01S7/5205 G01S7/5202 G01S7/52036 G01S7/52071

FI分类号 A61B8/00 A61B8/08 A61B8/14

F-TERM分类号 4C601/BB02 4C601/DE06 4C601/DE11 4C601/EE10 4C601/EE11 4C601/HH05 4C601/JB40 4C601
/JB48 4C601/JC30 4C601/KK02 4C601/KK12 4C601/LL03

代理人(译) 伊藤亲

其他公开文献 JP2009005755A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种超声成像设备，其能够容易地检测超声脉冲的
声压，从而在断层图像的整个区域上引起造影剂的膨胀和收缩运动或破
坏等。解决方案：当造影剂渗透通过成像部件的组织并处于稳定状态
时，驱动电压波形的幅度电压成像的成像与表示从零伏特的帧的获取数
量的帧号成比例地增加通过幅度电压控制装置40，通过亮度变化曲线获
取装置51和特征提取装置52获得对应于造影剂的共振声压区域和破坏声
压的帧号，以及共振的分布声压区域或破坏声压是彩色显示的。因此，
容易检测和识别共振声压区域的成像截面内的分布或破坏声压。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/07bc93f5-192d-4c92-9942-007fb025860d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040161449/publication/JP5280020B2?q=JP5280020B2

